
 

 

 

爽やかな秋風が吹く季節となりました。夜には虫の音が心地よいですね。 

さて、今年の１０月から『マイナンバー制度』が始まるのを、皆様ご存じで 

しょうか？今回はこの『マイナンバー制度』について簡単にお話ししましょう。 

 

平成２７年１０月から、住民票を有するすべての国民に、一人に１つのマイナンバー（個人

番号）が通知されます。マイナンバーは一生使うものですので大切にしてください。 

 

         

期待される効果としては、①行政を効率化し ②国民の利便性を高め ③公平・公正な社会

を実現するなどがあげられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何のために導入されるの？ 


